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事 務 所 だ よ り  

 

 

平成３１年４月号 

 

  ～技能実習の流れと技能実習制度の問題点について パート２～ 

★技能実習生の入国から帰国までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★外国人技能実習制度の主な問題点 

①賃金の低さ 

日本政策金融公庫の調査によれば、外国人労働者の賃金は正社員の場合、月給 22 万円超が 61.1％、非

正規社員の場合、時給 901 円から 1,000 円が 40.9％であるのに対し、外国人技能実習生は月給 18 万以

下が 95.1％、時給 850円以下が 48. 9％とどちらにおいても賃金が低い傾向があります。 

②劣悪な労働環境 

厚生労働省の 2015 年の調査では、実習実施機関で、約 7 割以上で

労働基準関係法令上の違反が認められたという結果も出ています。 

③行方不明者の増加 

公財）国際研修協力機構（JITCO）の調査では、実習

生の行方不明者は 2011 年度の 1,000 人超から 2014

年度、2015年度では 3,000人超と増加しています。 

現在、日本では少子高齢化が進み、

労働力不足が加速するという深刻

な問題を抱えています。技能実習制

度が日本の労働力不足を補ってい

るという事実を否定することはで

きません。今後さらに人口は減少す

る見込みです。こうした制度を上手

に活用しながら対処していく必要

があるでしょう。 
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平成31年度の雇用保険料率の雇用保険料率について 

～平成30年度から変更はありません～ 

平成31年度（4月1日～翌年3月31日）の雇用保険料率 

業 種 ①労働者負担 ②事業主負担 ①＋②雇用保険料率 

一般の事業 3/1,000 6/1,000 9/1,000 

農林水産・清酒製造の事業 4/1,000 7/1,000 11/1,000 

建設の事業 4/1,000 8/1,000 12/1,000 

 

お遍路にて～第 147 回～   働き方改革シリーズ（４） 

 

今回の働き方改革では、「同一労働同一賃金」の適用が中小企業では 2021 年 4 月 1 日（大企業 2020 年）

からと安心されている向きもございますが、実は喫緊に捉えるべき問題です。 

 正規労働者と非正規労働者の労働条件の格差について、最高裁は、昨年 6 月 1 日午

前と午後に、「ハマキョウレックス事件」と「長澤運輸事件」の判断を下しました。 

正規のほとんどは無期契約であり、一方非正規に多い有期契約との労働条件の格差について、「（正規と非

正規の）労働条件に相違（格差）があることを前提に、職務の内容等を考慮して、その相違（格差）が不合

理と認められるものであってはならない・・・違いに応じた均衡のとれた処遇を求める」とし、「労働条件の

相違の不合理性を判断するに、個々の労働条件（各手当）の趣旨・性質に基づいて判断する」と判示しまし

た。つまり、「相違があることを前提」にして、更に「不合理と認められるもの」とは、合理的とまで言えな

いが非合理とも断定できないというグレーゾーンの領域を許容しています。 

 とはいえ、最高裁の判断が出た以上、労働審判やあっせんの場でもこの判断で解決の枠組

みが作られるでしょうから、2021 年まで大丈夫ではないのです。 

 では、実務では、正社員（正規）とパート社員・60 歳以降嘱託社員（非正規）の処遇を

どのようにしていかねばならないか？ 

一 職務との関連性の強い手当は、職務の内容等が同一の場合には、相違が不合理と判断されやすいので、

（ほぼ）均等待遇を検討。 

  職務と関連する「資格」や「役職」「特殊勤務」などに相違があることは認められなくなり、原則ほぼ均

等にする必要があります。 

二 職務との関連性の少ない手当についても、手当の趣旨（性質・目的）に照らして、（ほぼ）均等あるいは

均衡待遇を検討。 

関連が全くない「皆勤」や「交通費」、「扶養」、「住宅」は、パート社員にも（ほぼ）均等待遇しなけれ

ばなりません。 

   「今でも利益がないのに、そんなこと出来ないよ！！」 対策があります 

三 手当毎に、その趣旨（性質・目的）に照らして不合理性を判断されるので、手当毎に「こういう性質で、

こういう目的で支給する」という規定を整備する必要があります。その際に、「なぜ正社員には支給されて、

なぜ非正規には支給されないあるいは減額されているのか？」を説明する義務も定めら

れましたので、正当化できるような性質・目的を、「へぇ～理屈」理論でひねり出すこと

が肝要です。 

※「へぇ～理屈」理論とは、「へぇ～、そうなんだ！！」と相槌を打ちたくなるような高邁

な理屈のことをいう。いわゆる屁理屈とは別物。 


